
 
 

●取り組みの背景と経緯（取り組み経緯のパターン：住民・行政先導型） 

ﾎﾟｲﾝﾄ：・事業者、消費者団体、県が協議会を組織し、協働して、レジ袋削減事業を実施。 

・県内の先進地域での取り組みと連携して、レジ袋有料化への協議を開始。 

・ 平成 17 年度に、事業者（スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア等）、

消費者団体、環境カウンセラー、地球温暖化防止活動推進員をメンバーとする「環境にやさし

い買い物事業推進委員会」を組織し、各種事業を実施。 

・ 大垣市では、市と市民団体がレジ袋削減運動を積極的に展開しており、市民による普及啓発活

動が活発に行われていた。 

・ 上記委員会でレジ袋有料化に関する検討を行い、大垣市を、「レジ袋有料化の取り組み」のモデ

ル地域として選定し、レジ袋有料化に向けた具体的な協議を行うこととした。 

・ モデル地域での協議の結果、事業者、住民団体、市町村、県の四者で協定を締結して、有料化

によりレジ袋を削減する取り組みを県下全域に拡大している。 

 

●取り組み内容 

ﾎﾟｲﾝﾄ：・2010 年までの３カ年で、県下全域でのレジ袋有料化を目指すことを知事が表明した。 

・事業者、住民団体、市町村、県で四者協定（岐阜県方式）により、レジ袋有料化を実施。

・県は、助言、情報提供、広報、取り組みの調整を行っている。 

・ 事業者、住民団体、市町村、県において、四者協定を締結し、レジ袋有料化を実施。 

・ 各主体の役割は、次のとおり。 

 住民団体：普及啓発への協力（店頭キャンペーンなど） 

事 業 者：レジ袋削減（有料化）の実施、目標数値設定、レジ袋辞退率の報告 

   市 町 村：広報、推進、フォローアップ 

    県  ：取組全体の推進（上記三者の支援、地域での取り組みの調整） 

・ 各市町村ごとに、地域の事業者、住民団体及び行政で懇談会や検討会などを開催した後、レジ

袋有料化に関する協議会を設立し、具体的な協議を開始する例が多い。県は、行政委員又はオ

ブザーバーとして参加している。 

・ 県はモデル地域での協議の経験を踏まえ、助言、情報提供、広報を行うとともに、地域での取

り組みの調整を行っている。この調整の結果、可茂地域 10市町村では、地域で一斉にレジ袋有

料化が開始されることとなった。 

・ 協定締結市町村数は、15市町村（平成 20年 6月 30日現在）で、県内市町村の１／３を超えて

おり、未締結の市町村においても検討が進んでいる。 

 

●成功要因 

ﾎﾟｲﾝﾄ：・県の積極的な関与、住民団体の積極的な協力、市町村の熱意により、事業者がレジ袋有

料化を開始することができた。 

・地域の状況に応じて市町村ごとに協議をおこない、取り組みを推進している。 

・ 県が積極的に関与したこと、住民団体が積極的に協力したこと、市町村が熱意をもって協議に

取り組んだことにより、レジ袋有料化に取り組む意向のあった事業者が決断し、有料化を開始

することができた。 
・ 事業者の状況、住民団体等の活動状況、市町村の規模や経緯など、各市町村によって状況は異

なっているため、市町村ごとに協議を行うことにより、地域の状況に応じて推進している。 



・ 協議会の検討経過や協定締結式の模様などレジ袋削減に関する報道の機会が増えたことにより、

県民の関心も高まっている。 
 
●問題点、課題と対策 

ﾎﾟｲﾝﾄ：・全市町村、全業種、全店舗への拡大と、協定に代わる方式による展開。 

   ・地球温暖化対策に寄与する、レジ袋削減以外の取り組みへの拡大。 

・ まず、県内全市町村への拡大。 

・ 現在の参加店舗は食品スーパーが中心であるが、ドラッグストア、ホームセンター、家電量販

店、100円ショップ、コンビニエンスストアなど全業種、全店舗への拡大。今後は、協定に代わ

る方式による展開も必要となると考えている。 

・ 参加店舗、実績や成果については、市町村と連携し、県民に広く情報提供する。有料化開始直

後から参加店舗のレジ袋辞退率は８０％台後半で推移しており、各地域で定着する状況が事業

者に認識されれば、新たに参加する事業者や店舗も増加すると期待している。 

・ レジ袋削減は、誰にも参加でき、成果もわかりやすい取り組みであるが、これにとどまらず、

地球温暖化対策に寄与する、新たな取り組みへ拡大することが必要と考えている。 

 

●取り組みの様子（協定締結式） 

 

 

●まとめ 

・事業者、住民団体、市町村、県の四者協定により、３年以内（2010 年）に県内全市町村でレジ

袋有料化の実施を目指す。 

・地域の状況に応じ、市町村ごとに協議を実施し、協定締結市町村数は、県内市町村の１／３を

超え、未締結の市町村においても検討中。 
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